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処 分 基 準             

                                                     令和３年７月２０日作成 

法 令 名        ：質屋営業法 

根 拠 条 項        ：第２５条第１項 

処 分 の 概 要        ：質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令 

原権者（委任先）：福岡県公安委員会 

 

法 令 の 定 め        ： 

質屋営業法第３条（許可の基準） 

 質屋営業法施行規則第３条の２（心身の故障により業務を適正に行うことができな

い者） 

 

 

 

 

 

 

 

処 分 基 準        ： 

 別紙「質屋営業法に基づく営業停止命令及び許可の取消しの基準に関する規程」の

とおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 合 せ 先：営業所の所在地を管轄する警察署生活安全（生活安全刑事）課又 

は警察本部生活保安課（092）641-4141 内 3187 
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別紙 

質屋営業法に基づく営業停止命令及び許可の取消しの基準に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、質屋又はその代理人若しくは使用人その他の従業者（以下「代理人

等」という。）が行った法令違反行為に対し、福岡県公安委員会が営業停止命令又は許

可の取消しを行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 営業停止命令 質屋営業法（昭和２５年法律第１５８号。以下「法」という。）第

２５条の規定に基づき、質屋に対し、質屋営業の停止を命ずることをいう。 

(2) 許可の取消し 法第２５条の規定に基づき、質屋に対し、その質屋営業の許可を取

り消すことをいう。 

(3) 法令違反行為 法、法に基づく命令又は他の法令の規定に違反する行為をいう。 

(4) 営業停止命令対象行為 営業停止命令の理由とした法令違反行為をいう。 

(5) 営業停止期間 営業停止命令において質屋が営業を停止しなければならないことと

する期間をいう。 

（法令違反行為の分類） 

第３条 法令違反行為は、別表第１及び別表第２に定めるとおり、法又は法に基づく命令

に違反する行為にあってはA、B、C及びDに、他の法令に違反する行為にあってはE、

F、G及びHに分類するものとする。 

（営業停止命令を行うべき場合） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する場合であって、盗品等の売買等の防止又は盗品等

の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、営業停止命令を行う

ものとする。 

(1) 質屋がB、C又はDに分類される法令違反行為を行った場合 

(2) 質屋がE、F、G又はHに分類される法令違反行為を行ったことにより罰金刑に処せ

られた場合 

(3) 質屋又はその法定代理人が代理人等に対する指導、監督その他代理人等による法令

違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、代理人等が

B、C又はDに分類される法令違反行為を行った場合 
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（営業停止命令に係る基準期間等） 

第５条 営業停止命令に係る基準期間、短期及び長期（以下それぞれ「基準期間」、「短

期」及び「長期」という。）は、次の各号に掲げる法令違反行為の分類に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) E 基準期間は４月、短期は２月、長期は６月とする。 

(2) B及びF 基準期間は２月、短期は１月、長期は４月とする。 

(3) C及びG 基準期間は１月、短期は１４日、長期は２月とする。 

(4) D及びH 基準期間は１４日、短期は７日、長期は１月とする。 

（営業停止命令の併合） 

第６条 法令違反行為に該当する行為が２個以上行われた場合において営業停止命令を行

うときは、１個の営業停止命令を行うものとする。 

２ 前項の場合における基準期間、短期及び長期は、次の各号に掲げる基準期間、短期及

び長期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 基準期間 各法令違反行為について前条の規定により定められた基準期間のうち最

も長いもの（その長いものが１月である場合にあっては、３０日）にその２分の１の

期間を加算した期間 

(2) 短期 各法令違反行為について前条の規定により定められた短期のうち最も長いも

の 

(3) 長期 各法令違反行為について前条の規定により定められた長期のうち最も長いも

の（その長いものが１月である場合にあっては、３０日）にその２分の１を加算した

期間 

（観念的競合） 

第７条 １個の行為が２個以上の法令違反行為に該当するものである場合において営業停

止命令を行うときは、各法令違反行為について第５条の規定により定められた基準期

間、短期及び長期のうち、最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。 

（常習違反加重） 

第８条 質屋が営業停止命令を受けた日から３年以内に当該質屋に営業停止命令を行う場

合は、当該営業停止命令に係る法令違反行為について第５条の規定により定められた基

準期間、短期及び長期にそれぞれ２を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。 

（営業停止期間の決定） 

第９条 営業停止期間は、第５条から前条までの規定により定められた基準期間とする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合は、第５条

から前条までの規定により定められた短期を下回らない範囲内において、基準期間より

短い期間を営業停止期間とすることができる。 

(1) 営業停止命令対象行為により盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻

害される程度が低いと認められること。 

(2) 質屋又は代理人等が暴行又は脅迫を受けて営業停止命令対象行為を行ったこと。 

(3) 営業停止命令対象行為を代理人等が行うことを防止できなかったことについて、質

屋又はその法定代理人の過失が極めて軽微であると認められること。 

(4) 質屋又はその法定代理人が、営業停止命令対象行為と同種若しくは類似の法令違反

行為が将来において行われることを防止するための措置又は営業停止命令対象行為に

より生じた違法状態を解消するための措置を自主的にとっており、かつ、改しゅんの

情が著しいこと。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合は、第５

条から前条までの規定により定められた長期を超えない範囲内において、基準期間より

長い期間を営業停止期間とすることができる。 

(1) 営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であること。 

(2) 法令違反行為の程度が著しく大きいこと。 

(3) 営業停止命令対象行為により生じた盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発

見が阻害される程度が著しく高いと認められること。 

(4) 質屋が営業停止命令対象行為を行った日前３年以内に同種又は類似の営業停止命令

対象行為を理由として営業停止命令を受けたこと。 

(5) 営業停止命令対象行為を代理人等が行うことを防止できなかったことについて、質

屋又はその法定代理人の過失が極めて重大であると認められること。 

(6) 質屋が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとす

るなど情状が特に重いこと。 

（許可の取消しを行うべき場合） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可の取消しを行うものとする。ただ

し、質屋又はその法定代理人に帰責事由が無い場合又は悪性が極めて軽微な場合であっ

て速やかに是正し又は回復することができ、かつ、現に是正し又は回復しようとしてい

るとき等は、この限りでない。 

(1) 質屋が他の法令に違反して、禁錮以上の刑に処せられた場合 
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(2) 質屋が法第３条第１項第３号、第４号、第６号又は第９号に該当した場合 

(3) 質屋が法人である場合において、その業務を行う役員のうちに法第３条第１項第１

号若しくは第３号から第７号までのいずれかに該当した者又は許可の取消しを行おう

とする日以前３年以内に法第５条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者があるに

至ったとき。 

(4) 質屋の法定代理人が法第３条第１項第１号、第３号、第４号若しくは第７号に該当

し、又は該当するに至った場合 

(5) 質屋の法定代理人が法人である場合において、その業務を行う役員のうちに法第３

条第１項第１号若しくは第３号から第６号までのいずれかに該当した者又は許可の取

消しを行おうとする日以前３年以内に法第５条の規定に違反して罰金の刑に処せられ

た者があるに至ったとき。 

２ 前項に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可の取消しを行

うものとする。 

(1) 質屋がAに分類される法令違反行為を行った場合 

(2) 質屋又はその法定代理人が代理人等に対する指導、監督その他代理人等による法令

違反を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、代理人等がAに

分類される法令違反行為を行った場合 

(3) 第８条の規定により営業停止命令の長期が１年に達した場合であって、前条第３項

各号に掲げる処分を加重すべき事由があるとき。 

(4) １年以内に６０日以上の営業停止命令を受けた質屋又はその代理人等が当該営業停

止命令の理由となった法令違反行為に係る法令の規定と同一の法令の規定に違反した

場合 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、法令違反行為を行った質屋又は代理人等が法令違反行

為を繰り返すおそれが極めて強く、質屋営業の健全化が期待できないと判断される場

合 

（情状による軽減） 

第１１条 前条第２項の規定により許可の取消しを行うこととなる事案であっても、情状

により特に処分を軽減すべき事由がある場合は、許可の取消しに代えて営業停止命令を

行うことができるものとする。 

（営業停止命令及び許可の取消しの関係） 

第１２条 許可の取消しを行う場合は、営業停止命令は行わないものとする。 
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（二以上の営業所を有する質屋に対する許可の取消し等） 

第１３条 二以上の営業所を有する質屋が一の営業所について許可の取消しを受けた場合

は、当該許可の取消しの原因である法令違反行為を代理人等が行い、かつ、当該法令違

反行為が当該営業所の営業に関するものに限られるときを除き、他の営業所についても

許可の取消しを行うものとする。 

２ 二以上の営業所を有する質屋が一の営業所について営業停止命令を受けた場合は、当

該営業停止命令対象行為を代理人等が行い、かつ、当該営業停止命令対象行為が当該営

業所の営業に関するものに限られるときを除き、他の営業所についても営業停止命令を

行うものとする。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

項 法令違反行為 関係条項 分類 

１ 無許可営業 法第５条、法第３０条 A 

２ 名義貸し 法第６条、法第３０条 A 

３ 営業停止等命令違反 法第２５条、法第３０条 A 

４ 営業制限違反 法第１１条、法第３１条 B 

５ 無許可営業所移転等 法第４条第１項、法第３２条 C 

６ 確認義務違反 法第１２条前段、法第３２条 C 

７ 帳簿等記載等義務違反 法第１３条、法第３２条 C 

８ 帳簿保存義務違反 法第１４条第１項、法第３２条 C 

９ 品触書保存等義務違反 法第２０条第２項、法第３２条 C 

１０ 品触れ相当品届出義務違反 法第２０条第３項、法第３２条 B 

１１ 差止め命令違反 法第２３条、法第３２条 B 

１２ 変更等届出義務違反 法第４条第２項、法第３３条第

１号 

C 

１３ 許可証亡失等届出義務違反 法第８条第３項、法第３３条第

１号 

C 

１４ 許可証の返納義務違反 法第９条、法第３３条第１号 C 

１５ 許可の表示義務違反 法第１０条、法第３３条第１号 C 

１６ 帳簿毀損等届出義務違反 法第１４条第２項、法第３３条 C 
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第１号 

１７ 質契約内容の掲示義務違反 法第１６条第１項、法第３３条

第１号 

C 

１８ 三月未満の流質期限の定め 法第１６条第２項、法第３３条

第１号 

C 

１９ 掲示内容違反契約 法第１６条第３項、法第３３条

第１号 

C 

２０ 立入等の拒否等 法第２４条第１項、法第３３条

第２号 

B 

２１ 質物の保管設備の基準違反 法第７条第３項 D 

２２ 不正品申告義務違反 法第１２条後段 C 

２３ 質受証交付義務違反 法第１５条第１項 D 

２４ 受取権者確認義務違反 法第１７条第２項 D 

２５ 質物が滅失等した場合の通知義務違反 法第１９条第１項 D 

２６ 損害賠償請求権放棄契約 法第１９条第３項 D 

別表第２（第３条関係） 

項 法令違反行為 分類 

１ 刑法（明治４０年法律第４５号）第９５条、第２３５条、第２４３条（第

２３５条に係る部分に限る。）、第２４７条、第２５０条（第２４７条に係

る部分に限る。）、第２５６条第２項又は第２６１条に規定する罪に当たる

行為 

E 

２ 刑法第１７５条第１項（物の頒布に係る部分に限る。）若しくは第２項

（所持に係る部分に限る。）、第２５４条又は第２６３条に規定する罪に当

たる行為 

F 

３ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成１１年法律

第１３６号）第１０条（第３項に係る部分を除く。）又は第１１条に規定す

る罪に当たる行為 

E 

４ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第１０条第３項に

規定する罪に当たる行為 

F 

５ 臘虎膃肭獣猟獲取締法（明治４５年法律第２１号）第５条（第１条第１項

の販売又は第２項の所持に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

F 
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６ 印紙等模造取締法（昭和２２年法律第１８９号）第２条（第１条第１項の

輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

F 

７ 産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第７８条（第３号に係る部分

に限る。）に規定する罪に当たる行為 

F 

８ 外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号）第６９条の６（第

２項第１号に係る部分を除く。）、第６９条の７第１項（第３号から第５号

までに係る部分に限る。）又は第７０条第１項（第６号（貴金属の輸出又は

輸入に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

９ 外国為替及び外国貿易法第７１条（第１号（貴金属の輸出又は輸入に係る

部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

F 

１０ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１９３条又は第１９４条に

規定する罪に当たる行為 

E 

１１ 関税法（昭和２９年法律第６１号）第１０８条の４第２項、第３項若しく

は第５項、第１０９条又は第１１２条に規定する罪に当たる行為 

E 

１２ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第３１条の２第２項若

しくは第３項（第２項に係る部分に限る。）、第３１条の３第３項（第１号

又は第２号に係る部分に限る。）若しくは第４項（第３項第１号又は第２号

に係る部分に限る。）、第３１条の４第２項若しくは第３項（第２項に係る

部分に限る。）、第３１条の７第２項若しくは第３項（第２項に係る部分に

限る。）、第３１条の８、第３１条の９第２項若しくは第３項（第２項に係

る部分に限る。）、第３１条の１１第１項（第１号又は第２号に係る部分に

限る。）若しくは第２項、第３１条の１２（第３１条の２第２項に係る部分

に限る。）、第３１条の１３（第３１条の２第２項に係る部分に限る。）、

第３１条の１５、第３１条の１６第１項（第１号、第２号又は第３号に係る

部分に限る。）若しくは第２項又は第３１条の１７第１項（第３１条の２第

２項に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

１３ 銃砲刀剣類所持等取締法第３１条の１７（第１項に係る部分を除く。）、

第３１条の１８（第１号に係る部分に限る。）、第３２条（第１号、第４号

又は第５号に係る部分に限る。）、第３３条（第１号に係る部分に限る。）

に規定する罪に当たる行為 

F 

１４ 銃砲刀剣類所持等取締法第３５条（第２号（第２２条の２第１項に係る部 G 
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分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

１５ 特許法（昭和３４年法律第１２１号）第１９６条の２（第１０１条の譲

渡、輸入又は所持に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

１６ 実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）第５６条（第２８条により侵害

するものとみなされる行為のうち譲渡、輸入又は所持に係る部分に限る。）

に規定する罪に当たる行為 

E 

１７ 意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第６９条の２（第３８条の譲渡、輸

入又は所持に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

１８ 商標法（昭和３４年法律第１２７号）第７８条の２（第３７条又は第６７

条の譲渡、輸入又は所持に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

１９ 電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）第５７条（第３号（販売に

係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

F 

２０ 印紙税法（昭和４２年法律第２３号）第２２条（第３号（第１６条の販売

又は所持に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる

行為 

F 

２１ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）第１１９条第２項（第３号（第１１

３条第１項第２号の申出に係る部分を除く。）に係る部分に限る。）、第１

２０条の２（第１号（譲渡、輸入又は所持に係る部分に限る。）、第３号

（第１１３条第４項第３号の頒布、輸入又は所持に係る部分に限る。）又は

第４号（第１１３条第６項の輸入、頒布又は所持に係る部分に限る。）に係

る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

２２ 著作権法第１２１条又は第１２１条の２（頒布又は所持に係る部分に限

る。）に規定する罪に当たる行為 

F 

２３ 郵便切手類模造等取締法（昭和４７年法律第５０号）第２条（第１条第１

項の輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

F 

２４ 消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）第５８条（第１号（第

４条第１項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に当た

る行為 

F 

２５ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１

２号）第１０条（第１号（第５条の販売又は授与に係る部分に限る。）に係

る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

F 
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２６ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第

７５号）第５７条の２（第１２条第１項又は第１５条第１項に係る部分に限

る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

２７ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第５８条（第２号

（第１７条に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に当た

る行為 

F 

２８ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第６３条（第６号

（第２１条第３項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪

に当たる行為 

G 

２９ 不正競争防止法（平成５年法律第４７号）第２１条第２項（第１号（第２

条第１項第１号又は第２０号の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限

る。）、第３号（第２条第１項第３号の譲渡、輸出又は輸入に係る部分に限

る。）又は第７号（第１６条又は第１７条の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に

係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

３０ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に

関する法律（平成１１年法律第５２号）第７条第３項（所持、輸入又は輸出

に係る部分に限る。）又は第７項（所持、輸入又は輸出に係る部分に限

る。）に規定する罪に当たる行為 

E 

３１ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第

８８号）第８３条第１項（第４号（第２５条第１項又は第２６条第１項に係

る部分に限る。）に係る部分に限る。）又は第８４条第１項（第５号（第１

６条第２項又は第２７条（譲渡し、譲受け、販売、引渡し又は引受けに係る

部分に限る。）に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する罪に

当たる行為 

F 

３２ 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律（平成１５年法律第６５号）第

１６条（第３条に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる行為 

F 

３３ 消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第５１条（第１号（第４１条第

１項の譲渡又は引渡しの禁止に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に

規定する罪に当たる行為 

E 

３４ 古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）第３１条に規定する罪に当たる

行為 

E 
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３５ 古物営業法第３２条又は第３３条（第５号（第２１条の７の規定による警

察本部長等の命令違反に係る部分に限る。）を除く。）に規定する罪に当た

る行為 

F 

３６ 古物営業法第３４条（第１号又は第２号に係る部分に限る。）又は第３５

条（第１号（第１０条の２第２項の規定違反に係る部分に限る。）を除

く。）に規定する罪に当たる行為 

G 

３７ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律

第１９５号）第５条、第５条の２、第５条の３又は第８条に規定する罪に当

たる行為 

E 

３８ 法又は法に基づく命令以外の法令の規定に違反する行為で１から３７まで

に掲げる行為以外のもの（罰金以上の刑が定められている罰則の適用がある

ものに限る。） 

H 

３９ １から３８までのいずれかに掲げる法令違反行為（罰金以上の刑が定めら

れている罰則の適用があるものに限る。）を教唆し、若しくは幇
ほう

助する行為

又は当該行為を教唆する行為 

当該法

令違反

行為に

係る分

類と同

一の分

類 

 

 


